
                     

勤務場所 職   名 氏   名 

本     所 

伊 賀 支 所 

（TEL45-2210）  

事 務 局 長 森 岡 高 臣 

経営支援課長（経営指導員） 岡 本 裕 也 

参 事 谷 村 芳 和 

経 営 支 援 員 川 上 香 代 子 

経 営 支 援 員 中 森 真 喜 子 

記 帳 指 導 員 田 中 有 賀 子 

臨 時 職 員 喜 久 永 冨 美 代 

臨 時 職 員 中 林 妙 子 

臨 時 職 員 福 森 祐 美 子 

経営指導員〔島ヶ原支所兼務〕 峰 八 重 子 阿 山 支 所 

（TEL43-0014） 記 帳 専 任 職 員 藤 村 智 美 

◆事務局機構（平成２６年６月１日現在）◆ 
勤務場所 職   名 氏   名 

島 ヶ 原 支 所

（TEL59-2010） 
経営指導員〔阿山支所兼務〕 峰 八 重 子 

大 山 田 支 所

（TEL47-0321） 

経営指導員〔青山支所兼務〕 中 尾 ゆ み 

記 帳 専 任 職 員 樋 口 由 香 里 

臨 時職員 〔青山 支所 兼務 〕 玉 置 一 雄 

青 山 支 所 

（TEL52-0438） 

参 事 勝 島 政 信 

経営指導員〔大山田支所兼務〕 中 尾 ゆ み 

記 帳 専 任 職 員 小 坂 宣 子 

記 帳 指 導 職 員 吉 岡 春 香 

臨時職員〔大山田支所兼務〕 玉 置 一 雄 

 

 
 

   

   

   

   

           

     次回の会員一斉訪問実施予定日は ７月１５日（火） です   
 

  

 ☎ 45- 2210  

 

〔第６号議案〕任期満了に伴う役員の選任について 

 現役員が５月２４日で任期満了となるため、役員選考委員による指名推薦の方法で、次の方々が選任されまし

た。新役員は５月２５日から就任し、任期は３年です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

以上で議事が終了し、福岡副会長が閉会のことばを述べ、総代会を終了しました。   

                

             

  

           

          

           

          

          

         

          

        

         

         

           

            

          

        

        

          

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２６年６月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付（５年以内） １．４０％～２．００％   → 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．４５％   → 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 
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   ㈱日本政策金融公庫津支店の融資担当者をお迎えいたします。商品の仕入資金、手形・買掛決済資金、ボーナス

支払資金等の運転資金や車両購入等の設備資金で、借入をご希望の方は是非ご相談下さい。    

                

                
 

  

 

リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業以外

の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。（平成２５年度は３９件の相談があ

りました。）    次回相談予定日  平成２６年7月4日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

 ■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 

    
 

      

        

         

       

        

        

  TEL 45- 2210                            
  

定員になり次第 

締 め 切 り ま す 

市民夏のにぎわいフェスタ２０１４ボランティアスタッフ募集 
 市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会では、伊賀市中心市街地（上野銀座通り・本町通りを歩行者天国）で開催されます夏のに

ぎわいフェスタにて警備、設営、清掃等のお手伝いしてくださるボランティアを募集しています。 

  【と  き】 平成２６年８月２４日（日） ９時～１３時まで、 １３時～１７時まで、 １７時～２２時まで、 終日 

  【対象者】 ２０歳以上で、責任を持って来ていただける方 

  【申込先・お問い合わせ】 市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会事務局（上野商工会議所内） 

                    電話： ０５９５－２１－０５２７   FAX： ０５９５－２４－３８５７   

 



  

  

 去る５月２２日（木）午後２時から、ふるさと会館いがにおいて、９９名の総代（内委任状出席３７名を含

む）の出席のもと、第１０回通常総代会を開催しました。 

 重藤副会長の開会の辞に続き、柘植会長から挨拶が行われました。 

 次に、来賓としてご臨席の、辻上伊賀市副市長、田山伊賀市議会議長、岩田三重県議会議員、百済三重県雇用

経済サービス産業振興課副参事からご祝辞を頂いた後、議長に伊賀支部の増岡規成氏を選出し議案審議に入りま

した。 
 

【議 案】 

〔第１号議案〕平成２５年度収支更正予算書（案）〔特別会計を含む〕の承認について 

〔第２号議案〕平成２５年度事業報告並びに収支決算書〔特別会計を含む〕、貸借対照表、財産目録の承認について 

 第１号議案、第２号議案は関連があるため、一括上程され原案とおり承認可決されました。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

〔第３号議案〕商工会運営規約の一部改正について 

 消費税率改正に伴い事務代行手数料金表を改正（平成２６年４月１日から適用） 

〔第４号議案〕平成２６年度事業計画（案）並びに収支予算書（案）〔特別会計を含む〕の承認について 

 原案とおり承認可決されました。 

◆ 第１０回伊賀市商工会通常総代会開催 ◆ 

 

科 目 （ 大 分 類 ） 
平 成 ２ ５ 年 度 

決 算 額 

補 助 金 等 収 入     ７９，８７９，２７２   

会費・手数料等収入    ５２，３０３，１７３ 

受 託 料 収 入        ６０，０００ 

前 期 繰 越 収 支 差 額     １，３５２，４１７ 

合 計   １３３，５９４，８６２ 

 〈収入の部〉                                                 

科 目 （ 大 分 類 ） 
平 成 ２ ５ 年 度 

決 算 額 

経 営 改 善 普 及 事 業 

指 導 職 員 設 置 費 
６５，３３３，７７４  

経 営 改 善 普 及 事 業 

指 導 事 業 費 
５，７２３，５８８ 

受 託 等 事 業 費 ６３，７８０ 

地域総合振興事業費 ２７，３６３，５８２ 

管 理 費 ３２，５２８，００３ 

資産取得等引当支出 １，３６４，０００ 

次 期 繰 越 収 支 差 額 １，２１８，１３５ 

合 計 １３３，５９４，８６２ 

      ◆平成２５年度収支決算の概要◆  

  〈支出の部〉         （単位：円）  

◆平成２５年度事業の概要◆ （主な事業の取組み） 
 
 

①毎月の会員一斉訪問を中心に各種施策や経営情報をネットＳＣＩ、月刊「商工会」等を通じて提供するとともに 

 小規模事業者等の経営課題やニーズの把握に努め、集団・個別講習会の開催、高度・専門的支援については津・ 

 伊賀商工会広域連合との連携を図り専門家派遣事業やリーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）の 

 活用に努めました。また、消費税率の段階的引き上げに伴い円滑かつ適正な転嫁について講習会や専門化派遣事 

 業を通じ相談・支援体制の強化に努めました。 

②経営支援活動として、従来から基礎的支援に加え、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等認定支援機関 

 として創業補助金、ものづくり補助金の申請支援及び金融支援及び起業支援型地域雇用補助金、トライアル補助 

 金、小規模事業者持続化補助金等の申請支援及び経営革新計画申請支援を行いました。 

③創業塾やフォローアップ相談会、創業ビズカフェを開催し起業支援を行いました。また、新たに若手経営塾を開 

 催し、経営戦略の構築、経営計画の策定等について支援を行いました。その他、日本クレーン協会三重支部と共 

 催で小型移動式クレーン運転技能講習会を開催し資格取得支援に努めました。 

④地域支援活動として、恒例事業となった地域活性化イベントやウォーキング大会を開催し、商工会地域の魅力発 

 信、集客に努めるとともに、特産品等の販路開拓及びＰＲを行いました。 

⑤商工会地域の小学４年生を対象に募集した環境啓発標語入選作品でｅｃｏカレンダーを作成・配布、また「ペッ 

  トボトルキャップを集めて世界の子どもたちにポリオワクチンを届ける運動」を実施し、環境啓発活動に取組み 

 ました。(青年部・女性部） 

 

◆巡回指導及び窓口指導の計画 ◆   
 ① 巡回指導（訪問） 

    効率的・効果的な支援を行うため担当エリアを定めず、金融相談等緊急を要する相談には即時対応できる  

   体制を執る。また、原則月～金曜日の午後を巡回日と定め、職員が分担して効率的な巡回に努めると共に毎 

   月の一斉巡回も継続して実施し、事業者ニーズの把握、情報提供及び支援等地域密着型及び提案型巡回（訪 

   問）を行う。高度専門的な相談については、広域連合等関係機関とも連携し相談体制の確立を図り課題解決 

   にあたる。 

   目標： 全職員による巡回指導 ７，０００回   年１２回一斉巡回訪問の実施 

 ② 窓口指導 

    本所・支所及び職員間の情報疎通を緊密に行い、経営革新・経営一般・情報化・金融・税務・労働・取引 

   環境対策・その他に関する一切の相談に応ずる。また、高度専門的な相談指導は広域連合等関係機関と連携 

   して窓口相談指導にあたる。 

   目標： 全職員による窓口指導 １，２００回   効果的かつ迅速な対応 

 ③ 巡回・窓口指導の小規模事業者への周知方法 

    ネットＳＣＩ等の広報及び窓口・巡回指導時に小規模事業者にＰＲ、周知する。 

     

 

 

 

 

〔第５号議案〕平成２６年度借入金最高限度額の承認について 

  借入限度額５，０００万円、借入利率各金融機関の定める率、借入金融機関は北伊勢上野信用金庫柘植支店 

  、三重銀行伊賀新堂支店、百五銀行青山支店 

  原案とおり承認可決されました。 

  〈収入の部〉                   〈支出の部〉       （単位：千円）  

科 目 （ 大 分 類 ） 
平 成 ２ ６ 年 度 

予 算 額 

補 助 金 等 収 入 ７１，３４４ 

会費 ・ 手 数 料 等 収入 ５７，７７８ 

受 託 料 収 入 ６０ 

前 期 繰 越 収 支 差 額 １，２１８ 

合 計 １３０，４００ 

科 目 （ 大 分 類 ） 
平 成 ２ ６ 年 度      

予 算 額 

経 営 改 善 普 及 事 業 

指 導 職 員 設 置 費 
６３，５３０ 

経 営 改 善 普 及 事 業 

指 導 事 業 費 
５，５７０ 

受 託 等 事 業 費 ７０ 

地 域 総 合 振 興 事 業 費 ２２，０４０ 

管 理 費 ３８，２５５ 

資 産 取 得 等 引 当 支 出 ６００ 

予 備 費 ３３５ 

合 計 １３０，４００ 

      ◆平成２６年度収支予算の概要◆  

◆平成２６度事業計画の概要◆            
 基本方針抜粋 

  今年度は平成２５年度に三重県が制定しました「三重県中小企業・小規模企業振興条例」並びに国会にて決議されま

した「小規模企業振興基本法」に沿い、地域の中小・小規模事業者支援を最重点事業として推進いたします。 

 特に、全国商工会連合会の統一標語でもある「商工会は行きます 聞きます 提案します ～会員満足向上運動～」を

引き続きスローガンに掲げて、会員事業者等への巡回訪問を通じて、事業者の抱える課題や会員ニーズの把握に積極的

に取り組み経営改善提案に努めます。 

 また、事業者が求めるサービスの提供やマッチングに努めると共に、各地域が抱える課題にも会員等の意見の集約を

行いつつ、伊賀市行政を始め関係機関とも連携してコミュニティ維持に向けた課題解決に取組み、地域の活性化を図っ

てまいります。 

                    「平成２６年度最重点項目」 

     Ⅰ 小規模企業振興基本法及び三重県中小企業・小企業振興条例に基づく支援施策の強力な推進 

     Ⅱ 財政力強化と組織体制の充実 

     Ⅲ 提案型の経営支援・巡回訪問等の徹底と小規模企業の活力再生に向けた支援の強化 

     Ⅳ 地域コミュニティ維持・活性化及び「儲かる地域づくり」に向けた取組み 
 

重点事業     ①中小・小規模企業経営安定化のための相談・支援体制の強化  ②人材育成・人材活用事業の推進 

           ③地域活性化事業の推進            ④情報提供サービスの充実            

           ⑤商工（地域）振興の推進           ⑥組織基盤の強化と財政基盤の確立 

           ⑦支部活動の充実               ⑧環境対策事業の啓発普及            

           ⑨後継者等育成事業の推進           ⑩関係機関等との連携 


